
浦安市選挙管理委員会告示第４１号

浦安市選挙管理委員会規程（昭和56年選挙管理委員会規程第２号）の一部を

次のように改正する。

令和３年６月１日

浦安市選挙管理委員会委員長 宮 下 喜久子

第18条第12号中「縦覧」を「閲覧」に改める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。


